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○大崎市エコ改善推進事業補助金交付要領

令和８年４月１日制定

（趣旨）

第１条 この要領は，大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱（平成２４

年大崎市告示第４３号。以下「要綱」という。）第１４条の規定に基づ

き，大崎市エコ改善推進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付

等に関し必要な事項を定めるものとする。

（事前申込の受付期間）

第２条 要綱第５条第１項に規定する事前申込の受付期間（以下「受付期

間」という。）は，別表第１に掲げる基準日に応じた期間とする。

（交付申請の期間等）

第３条 要綱第６条第１項に規定する交付申請の期間（以下「申請期間」

という。）は，次の各号の区分に応じ，当該各号に定める期間とする。

(１) 第１期 事前申込結果通知発送後から令和８年７月３１日まで

(２) 第２期 事前申込結果通知発送後から令和９年１月３１日まで

２ 要綱第６条第１項に規定する書類は，別表第２の左欄の区分に応じ，

それぞれ同表右欄に掲げる書類とする。

（交付申請の方法）

第４条 要綱第６条第１項に規定する交付申請については，大崎市情報通

信技術を活用した行政の推進に関する条例（令和５年大崎市条例第２４

号）第３条の規定に基づき，電子情報処理組織（市の機関等の使用に係

る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方

の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう。）を使用する方法による申請を行うことができる。

附 則

この要領は，令和８年４月１日から施行する。
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別表第１（第２条関係）

別表第２（第３条関係）

基準日 受付期間

補助事業の対象となる設備

の引渡日。ただし，住宅又は

事務所等の新築と同時に当

該設備を設置した場合にあ

っては，当該住宅又は事務所

等の引渡日。

(１) 第１期

ア 基準日

令和７年１２月１日から令和８年５

月３１日まで

イ 受付期間

令和８年６月１日から同年６月３０

日まで

(２) 第２期

ア 基準日

令和８年６月１日から同年１１月３

０日まで

イ 受付期間

令和８年１２月１日から令和８年１

２月１８日まで

区分 必要書類

共通 (１) 対象設備の設置に係る工事請負契

約書又は売買契約書の写し

(２) 領収書の写し（分割払い，割賦払

い又はローンの場合，その契約書の写

しに代えることができる。）

(３) 申請住宅又は事務所等の全体写真

（カラー）
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(４) 対象設備の設置写真及び銘板写真

（カラー）

(５) 振込口座の通帳の写し又は振込口

座情報の確認ができるもの

太陽光発電設備設置事業 (１) 引渡証明書

(２) 電力受給契約確認書の写し又は系

統連系に係る契約書の写し

(３) 太陽光システムの配置図

(４) 太陽光システム（全太陽電池モジ

ュール）の出力対比表

定置用リチウムイオン蓄電

池導入事業

(１) 電力受給契約確認書の写し又は系

統連系に係る契約書の写し

(２) 次に掲げるいずれかの書類のう

ち，引渡日，購入者名，設置場所，販売店名，

メーカー名，型番号及び製造番号等の製品情

報が確認できる書類

ア 蓄電システムの保証書の写し

イ 出荷証明書の写し

ウ 検査成績書の写し

エ 設備引渡証明書

(３) 太陽光システムを設置しているこ

とが分かる写真等

Ｖ２Ｈ充放電設備設置事業 (１) 電力受給契約確認書の写し又は系

統連系に係る契約書の写し

(２) 次に掲げるいずれかの書類のう
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ち，引渡日，購入者名，設置場所，販売店名，

メーカー名，型番号及び製造番号等の製品情

報が確認できる書類

ア Ｖ２Ｈ充放電設備の保証書の写し

イ 出荷証明書の写し

ウ 検査成績書の写し

エ 設備引渡証明書

(３) 太陽光システムを設置しているこ

とが分かる写真等


